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被害者警 察
・被害者の手引の交付
・民間団体についての説明 ①

②

・口頭

・書面同意

被害直後の早期支援③

・被害者の氏名、連絡先等
・犯罪被害の概要 ④

提供

又は

・対応可能な曜日、時間帯
・対応可能な被害者の範囲
（罪種・居住地域）
・提供可能な援助の種類等
　についてあらかじめ通知

民間被害者支援団体

都道府県
公安委員会
指定

犯罪被害者等早期援助団体

特定公益増進法人

都道府県知事
認定

平成20年10月1日現在
20団体

平成20年10月1日現在
6団体

平成20年10月1日現在
45団体

寄附金控除等の対象となる

【事業内容】
☆被害者等の支援に関する広報活動及び啓発
活動

☆犯罪被害等に関する相談
☆犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
☆物品の供与又は貸与、役務の提供その他の
方法による被害者等の援助

◎公的認証により社会的信用が高まり、被害
者等が安心して援助を受けられる

◎警察から被害者の氏名、住所等の情報の提
供を受けることができ、能動的なアプロー
チができる

犯罪被害者等早期援助団体制度

提供：警察庁

３ 民間の団体に対する援助（基本法第２２条関係）

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画
策定後も引き続き実施するもの》

⑴ 民間被害者支援団体に対する直接支
援業務の委託
警察において、民間被害者支援団体に対

し、公判出廷の付添い、病院などの手配など
の直接支援業務を委託している（民間被害者
支援団体に対する直接支援業務の委託に要す
る経費（国庫補助金）：平成１９年度 ２０百万
円、２０年度 ４５百万円）。

⑵ 民間被害者支援団体に対する相談業
務の委託
警察において、民間被害者支援団体に対し

て、電話相談や面接相談などの相談業務を委
託している（民間被害者支援団体に対する相
談業務の委託に要する経費（国庫補助金）：
平成１９年度 １２４百万円、２０年度 １２７百万
円）。

⑶ 民間被害者支援団体等との連携
警察において、被害者支援活動を行うこと

を目的に設立された民間被害者支援団体と密
接に連携し、きめ細かく、犯罪被害者等の
ニーズに対応している。特に、都道府県公安
委員会から犯罪被害者等早期援助団体＊１２とし
て指定された民間被害者支援団体には、犯罪
被害者の氏名や犯罪被害の概要などの情報を
提供し、連携を強化して、被害者支援に当
たっている。

（＊１２）犯罪被害者等早期援助団体とは、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」（昭和５５年法律第３６
号）第２３条の規定に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるとして、都道府県
公安委員会が指定した非営利法人である。
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民間被害者支援団体等に対する
活動支援に要する経費

○全国斉一な被害者支援を行う
　ための意見交換や情報共有化
○相談員の研修などの機会を設ける
国費 1,000万円（対前年度比200万円増）

民間被害者支援団体に対する
直接支援業務の委託に要する経費

○直接支援員の委嘱
○直接支援員の研修
補助金 4,500万円（対前年度比2,500万円増）

民間犯罪被害者支援団体に対する
相談業務の委託に要する経費

○民間団体相談員の委嘱
○民間団体相談員の研修
補助金 12,700万円
　　　　　　　（対前年度比300万円増）

民間被害者支援団体に対する広報
啓発活動業務の委託に要する経費

○各種広報活動の企画立案、管理運営
○講演会等の啓発活動の企画立案、管理運営
補助金 6,000万円（対前年度比100万円増）

平成20年度　2億4,200万円（対前年度比3,100万円増）

民間被害者支援団体

国による民間被害者支援団体に対する財政的援助

提供：警察庁

《基本計画において、「速やかに実施する」
とされたもの》

⑷ 民間の団体への支援の充実
警察・厚生労働省において、民間の団体へ

の財政的援助に努めるとともに、団体の活動
に関する広報、研修に関する講師派遣や会場
の借上げなどの協力などの支援を行ってい
る。
警察においては、民間被害者支援団体が実

施する研修への講師の派遣などの支援に努め
ているほか、活動支援、相談業務の委託、広
報啓発活動業務の委託、直接支援業務の委託

に要する経費を、予算措置し、財政的援助の
充実に努めている。
厚生労働省においては、児童虐待防止につ

いて、民間団体が実施している児童虐待防止
のための啓発活動などに対する支援を行って
いる。また、配偶者からの暴力被害者などの
支援を行う民間の団体が実施する支援者など
の養成・研修などへの婦人相談所からの講師
派遣について、積極的に支援を行っている。
法務省・文部科学省・国土交通省において

も、民間団体の活動に関する広報、研修に関
する講師派遣や会場の借上げなどの支援を
行っている。
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９８

各種キャンペーンの後援

被害者への手引に連絡先掲載

犯罪被害者支援用車両の利用

警察施設（会議室等）の貸し出し

直接支援業務の同行

講師の手配・派遣

団体の設立や運営についての
積極的支援人

的
援
助

物
的
援
助

そ
の
他

警　
　
　
　
　

察

民
間
被
害
者
支
援
団
体

民間被害者支援団体に対するその他の援助

提供：警察庁

⑸ 特定非営利活動促進法（NPO法）の
適切な運用
内閣府において、犯罪被害者等の援助を行

う団体などを含む民間非営利団体からの「特
定非営利活動促進法」（平成１０年法律第７号）
に基づく法人格の取得申請に対し、同法の適
切な運用に努めている（内閣府NPOホーム
ページ：http://www.npo-homepage.go.jp/）。

⑹ 全国被害者支援ネットワークに対す
る協力
警察において、全国被害者支援ネットワー

クの運営・活動に対し、協力している。
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民間団体の取組

⑴ 我が国における民間団体
犯罪被害者等が被害にあってから再び平穏な生活を取り戻すためには、被害直後から中長

期にわたって、そのニーズに応じた支援を途切れなく受けられるようにすることが重要で
す。民間団体による支援活動は、犯罪被害者等の様々なニーズに対し、きめ細かで迅速な対
応を可能にするものであり、関係機関・団体との連携による途切れのない支援を行う上で不
可欠です。
現在、我が国では、犯罪被害者等の分野において多種多様な民間団体が活動しています。

対象とする犯罪被害類型や活動の主体などに着目すると、
① 犯罪被害者等早期援助団体とその指定を目指す団体
② 特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワーク（①の連合体）
③ 特定の犯罪類型の被害者等を対象とする団体など①②以外の支援団体
④ 犯罪被害者等自身が主体となって活動する団体・グループ

に分類できますが、ここでは、犯罪被害全般を支援対象としており、我が国において代表的
といえる①の団体の取組について、より詳細に紹介していきます。

⑵ 犯罪被害者等早期援助団体とその指定を目指す団体
犯罪被害者等早期援助団体とは、被害にあった直後から犯罪被害者等に対しての援助を適

正・確実に行うことができる民間団体とし
て、都道府県公安委員会から指定される団体
です。都道府県公安委員会からの指定を受け
ることによって、犯罪被害者等早期援助団体
は、犯罪被害者等の同意のもとに警察から当
該被害者等の情報提供を受けることができま
す。提供された情報に基づいて、犯罪被害者
等早期援助団体は、被害直後の段階から犯罪
被害者等の身の回りの世話などの日常生活の
支援、病院、法廷への付添い、物品の供与や
貸与、役務の提供などの直接的支援を行うこ
とができます。
平成２０年１０月１日現在、犯罪被害者等早期
援助団体は２０都道府県２０団体、その指定を目
指している団体は２５県２５団体あります。

⑶ 支援の実際
ここでは、犯罪被害者等早期援助団体において、具体的にどのような支援を行っている

のか、事例を通してその一端を紹介します。なお、ここに紹介する事例は、実際のケースを
参考にしたものです。

COLUMN ７

＜加盟団体事務所の様子＞
～（社）被害者支援都民センター～

提供：特定非営利活動法人全国被害者ネットワーク
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～事例１ 殺人被害遺族への直接的支援～

ご主人を突然の殺人事件で亡くされたご遺族のケースです。
事件が起訴され公判が開始されることになりました。癒えぬ心を押して「主人を殺害し

た犯人（被告人）をこの目で確かめたい！事件の真実を知りたい！」との思いがあるとの
情報を、ご遺族の同意のもと、警察から受けました。
これを受けて、民間被害者支援団体としてまず、ご遺族が希望している公判傍聴への付

添い支援を実施しました。ただでさえ、慣れない法廷の場に身をおくことは不安なもので
すが、難解な法律用語や裁判がどう進むのかなど、一般にはわからないことが多く、自分
だけが置き去りにされていると感じたり、不安が増大したりします。また、被告人を目の
前にして、様々な感情が込み上げ、混乱に陥ってしまうこともあります。そのため、ご遺
族に付き添って、裁判がどのように進むのか説明したり、被告人などとばったり会うよう
なことのないように待機場所に配慮するなどし、精神的な負担を少しでも減らせるよう努
めました。裁判所への付添い支援については判決が出るまで、３か月にも及びました。
また、裁判が続く間、意見陳述準備や打ち合わせなどのために検察庁に出向くことは、

事件を何度も思い出すこととなり、ご遺族が今まで生きてきた人生の中で予測だにしな
かった重い経験でありました。そのため、検察庁へも付き添い、これから行われることや
その必要性などを説明したりし、精神的なケアに努めました。
さらに、事件は精神的に大きなダメージを与え、自力で病院に行くことさえ出来ない状

態でした。そこで、ご遺族の要望に添って専門医との連絡・調整、病院への付添い支援も
行いました。
被害によって、経済的にも様々な負担を強いられます。支援制度はあるものの、一般の

方には、どのような制度があり、どのような手続を進めればよいのか、あまり知られてい
ないものも多くあります。そのため、まず、どんな支援制度があるか説明し、その後、犯
罪被害者等給付金申請のためのお手伝い（補助）をしたり、損害賠償請求のため、被害者
支援に精通した弁護士のもとへ付き添ったり、たくさんの関係機関・団体と連携しなが
ら、ご遺族の方の意思を尊重して支援を行いました。
被害回復までには、長期間が必要です。現在もなお、犯行の現場となった住居の転居問

題など、行政などと連携しながら支援が続いています。

～事例２ 性被害に遭われた方への支援～

お二人のお子さんを養いながら、女手ひとつで生活をしてきた被害者の方に対する支援
を実施しました。
家をピッキングされて強姦被害に遭った方でした。事件後３か月して、犯人は別件逮捕

され、３名が強姦、２名が強制わいせつの被害を受けていることが判明しました。魂の殺
人といわれる性被害ですが、被害者の方が打ち震えるのを目の当たりにすると、同じ女
性、同じ人間として、私自身も魂がゆすぶられる思いがしました。
私はまず、センターの相談室に足を運んでいただいてお話を聞いたり、精神科医への橋

渡しを行いました。警察や検察庁との連絡調整や事情聴取時の付添いも行い、起訴後は、
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代理傍聴を含めた公判支援も実施しました。
また、この事件の場合、犯人がなかなか捕まらず再被害の不安・恐怖が強かったため、

やむなく引越しを考えました。そして、「現在市営住宅に住んでいるために、他の市営・
県営住宅に申し込む資格がない。民間の住宅を借りるのに十分な収入がない。」などの理
由で非常に難しかったのですが、県の住宅課と粘り強く交渉し、県営住宅に申し込む資格
を取得することができました。その間にも、フラッシュバックを繰り返しながら精神的な
ストレスを抱え、大変な思いをしての交渉でした。
さらに、犯人は不特定多数の人と性交渉をもっていましたので、AIDSの心配もありま

した。しかし、血液検査をするのにもお金がかかります。また、精神的にとても大きな被
害を受けた方だったので、毎月の定期的な通院も欠かせません。現状の制度では、医療機
関に通うにも、１か月を超えると、その度に初診料がかかります。事件のせいで、経済的
に大変な思いをしている被害者には交通費も大きな負担です。被害者に対する経済的な援
助はまだまだ不十分ですが、今後はそのような制度の拡充も必要になってくると感じた支
援でした。
性暴力は、人間の尊厳を踏みにじり、人権を奪い去る行為です。そして被害者に続く、

怒り・葛藤・自己否定・絶望のなかで、被害者が新たに自分の価値を見出すことは、とて
も大変なことだと実感しております。

⑷ 民間団体の重要性
行政や司法・医療機関など専門的な支援を行う組織では、どうしても、限定されたニーズ

への対応となってしまいますが、民間被害者支援団体では、関係機関・団体との連携によ
り、このように、中長期的な視点に立って、きめ細やかで、総合的な支援を行うことができ
ます。
一方で、民間団体においては、財政面や人材面で様々な困難を抱えており、地域によって

支援の内容や質がまちまちであることが指摘されています。
「支援のための連携に関する検討会」や「民間団体への援助に関する検討会」では、こう

した課題についても検討しました（P１７ コラム２「３つの『検討会』の最終取りまとめ」
参照）。現在、両検討会の最終取りまとめを受け、政府において、民間被害者支援団体にお
ける支援者を対象とした研修カリキュラムのモデル案を作成しているところです。また、関
係機関・団体が連携し、途切れない支援を行えるようにするため、連携のためのマニュアル
を全国で作成することとし、現在、政府において、様々な分野の専門家が集まって、そのモ
デル案を作成しているところです。
また、民間団体の活動を促進するためには、広報啓発も重要です。被害者支援において先

進的な取組を行っているイギリスでは、チャリティーとして民間被害者支援団体に寄付をす
る企業が多くありますが、我が国においては、寄付や賛助会員の募集をしても思うように集
まらない、といった現状であり、その一因としては、まだまだ被害者支援が浸透していな
い、といった状況が考えられます。
今後は、民間団体や政府において、引き続き国民の理解の促進に努めるとともに、上記研

修カリキュラム・モデル案を参考に、各団体において、より一層の研修の充実を図り、全国
どこでも一定のレベル以上の支援を確保することが重要です。



第２章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

１０２

＜特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワークの活動＞

出典：特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワークパンフレット
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１０３

⑺ 警察における民間の団体との連携・
協力の強化
警察において、被害者支援連絡協議会（P７８
⑾「被害者支援連絡協議会及び被害者支援地
域ネットワークにおける連携の推進」参照）
などにおいて、民間の団体との連携を一層強
化し、支援を行っている。

《基本計画において、「１～３年以内を目途
に検討の結論を得て、施策を実施する」と
されたもの（「１～２年以内を目途に実施
する」とされたものを含む）》

⑻ 民間の団体に対する財政的援助の在
り方の検討及び施策の実施
内閣府において、民間の団体の役割の重要

性にかんがみ、民間の団体に対する財政的な
援助を充実させるため、推進会議の下に、

「民間団体への援助に関する検討会」を設置
し、被援助団体となる対象、援助されるべき
事務の範囲、援助の経路や財源などの総合的
な在り方に関して、検討を行った。
同検討会においては、平成１９年４月、犯罪

被害者等早期援助団体などに対する援助の拡
充や地方公共団体における取組を促進するた
めの方策などを盛り込んだ中間取りまとめを
行い、中間取りまとめに対する国民からの意
見募集の結果を踏まえ、同年９月、最終取り
まとめを行った（P１７ コラム２「３つの『検
討会』の最終取りまとめ」参照）。
同最終取りまとめに基づき、内閣府では平

成２０年度に、被害者支援の気運を醸成するた
めにモデル事業を各地域で実施するととも
に、地方公共団体の職員を対象とした研修を
地域ブロック別で実施することとしている。

第５節 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

１ 国民の理解の増進（基本法第２０条関係）

《基本計画において、「速やかに実施する」
とされたもの》

⑴ 学校における生命のかけがえのなさ
等に関する教育の推進
文部科学省において、都道府県教育委員会

などとの連携、協力の下、体験活動を生かし
た道徳教育や地域人材の積極活用などによ
り、命を大切にする心を育むなどの道徳教育
を推進するための実践研究を実施している。
また、かけがえのない生命について考えさ

せるなど、道徳の内容を分かりやすく表した
「心のノート」をすべての小・中学生に配布
しており、平成２０年度においても配布した。
「心のノート」の趣旨を生かした創意ある活用
を通して、授業や生活に意欲的に取り組み、
かけがえのない命について児童が考えたり、

児童自らの道徳性の育成に役立っている。

⑵ 学校における体験活動を通じた命の
大切さの学習についての調査研究の実
施及びその成果の普及

文部科学省において、学校における自然体

提供：文部科学省


